
-
は
雨
者
向
じ
ゃ
う
な
事
を
挙
。
て
わ
た
ら
し
い
。
周
雄
一
本
官
大
宗
伯
の
部
に
点
人
笈
人
男
一
必
女
一
必
大
史
小
史
等
、
が
'
類
似
の

官
織
と
し
て
一
向
の
も
と
に
翠
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
も
分
る
。

要
す
る
に
易
は
掛
な

b
と
い
ム
'
小
感
ル
ム
口
門
の
設
は
行
詰
っ
た
な
の
η

め
の
者
名
の
併
殺
に
一
道
の
光
明
を
山
内
へ
豊
富
な
怨

像
の
世
界
を
一
ぶ
ん
で
氾
〈
れ
る
。
小
問
中
俳
人
口
門
の
設
は
勿
論
巌
正
な
吟
味
を
加
へ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
将
来
か
¥
る
解
稗

の
方
面
に
研
究
の
歩
を
注
め
て
行
っ
た
な
ら
案
外
大

3
な
牧
穫
が
符
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
易
の
腰
史
的
起
源

を
よ

b
A日
深
的
に
説
明
し
符
べ
主
幾
多
の
材
料
、
ピ
後
掘
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
は
只
そ
の
報
ル
討
を
す
る
に
止
め
て

置
く
。

我
図
の
律
令
に
及
ぼ

B

し
に
る
支
那
文
化
の
影
響

日

次

(
椴
略
)

j
 

i
 

g
s
-

本

太

長E

序

論

第
一
章
研
究
方
法
に
就
い
て

第
二
章
律
令
の
意
義
と
日
支
雨
禄
令
の
関
係

第
一
一
一
章
参
考
資
料
に
就
い
て

本

論

ヘ
日
本
律
令
中
の
道
徳
に
及
ぼ
J

第

一

第

一

}

自
/
し
た
る
支
那
文
化
の
影
響
、

第

一

章

封

己

的

道

徳

第

二

章

家

族

的

遺

徳

第
三
章
一
粧
合
的
遺
徳

第

四

章

圏

家

的

道

徳

第

五

章

結

論

「
日
本
律
令
中
の
政
治
に
及
ぼ
J

第

二

篤

敦

子

一

)

戸

、

る

支

那

文

化

の

影

響

¥

第

一

章

行

政

組

織

第

二

章

戸

籍

五
七



五
八

第
第三部第第第 jf~ 第第
一第九八七六五回三
主主 章章章章章章掌

教
大 結Jf!J裁欝家殺田

塾

寮育論 lijs月務政法制
/ー~、、
し日
た本
る律
支令
那中
文の
化殺
の育
彰に
饗JJ、

iて
¥ー/

幸吉

第

二

季

国

事

第

一

ニ

章

詮

湯

寮

第

四

章

誰

繋

寮

第

五

章

典

禦

寮

第

六

章

貢

翠

第

七

章

結

論

議

参
考
書
昌

銭

@
本
論
文
の
組
織
は
以
上
の
目
次
の
如
く
で
あ
る
が
る
一
文
の
搭
載
は
不
可
能
の
錦
、
主
に
、
第
一
鰐
道
徳
に
及
ぼ
し
た
る
支
那
文
化
の
影
響
の
第

五
一
章
結
論
の
一
章
を
多
少
訂
正
し
て
掲
載
す
る
こ
と
と
し
た
、
本
文
に
先
だ
っ
て
橡
め
御
断
り
し
て
お
く
。

我
が
閣
の
律
令
に
於
て
稿

t

道
徳
的
閥
系
を
示
し
て
ゐ
る
文
は
次
の
俊
文
で
あ
る
。

九
凶
守
毎
年
一
巡
行
局
都
、
観
風
俗
、
間
百
年
、
銭
囚
徒
、
理
寛
柱
、
詳
察
刑
政
得
失
、
知
百
姓
所
患
害
、
敦
機
五
敬
、

初
務
農
功
、
部
内
有
好
感
篤
道
孝
悌
忠
信
、
清
白
異
行
‘
後
間
於
郷
向
者
、
壌
市
選
之
、
有
不
孝
悌
惇
滝
、
乱
常
不
率
法

者
、
札
一
印
綿
之
勺
(
戸
令
)

此
の
俊
文
は
道
徳
、
政
治
、
数
育
の
三
方
認
を
混
一
的
に
述
べ
た
も
の
と
云
ム
べ
き
で
あ
る
。
鴎
守
は
各

t

主
(
の
協
を
治

む
匁
政
者
で
あ
っ
て
、
殺
し
く
協
同
刊
に
接
し
、
政
治
子
一
行
ム
と
同
時
代
、
人
民
を
喰
し
て
道
徳
数
育
を
行
ム
の
で
あ
る
。

此
の
俊
文
中
最
も
道
徳
上
、
比
意
す
べ
き
は
喰
五
数
と
云
ム
諾
で
あ
る
。
五
数
と
は
一
の
道
徳
縫
系
を
一
不
す
大
切
な
語
で
あ

っ
て
、
儒
教
道
徳
に
於
け
る
鰐
系
の
重
要
な
る
一
標
準
で
あ
る
。
乙
の
五
数
の
道
徳
髄
系
を
濁
家
統
治
の
襟
準
と
し
て
、



鴎
守
、
が
喰
す
乙
と
に
依
っ
て
我
、
が
路
氏
道
徳
に
新
ら
し
き
」
道
徳
雄
系
を
奥
へ
た
に
初
注
衣
い
。
共
の
影
響
は
絞
め
て
偉
大

な
る
も
の
が
あ
っ
た
事
と
思
は
れ
る
。
之
よ
b
以
下
五
数
に
就
い
て
留
く
述
べ
る
乙
と
、
す
る
。

一
、
五
数
の
起
源

五
教
の
文
献
に
表
は
れ
た
の
は
非
常
に
古
く
、
支
那
最
古
の
ゆ
一
一
同
と
栴
せ
ら
れ
る
命
書
の
舜
典
に
見
え
て
ゐ
る
。
日
く

帝
日
、
契
、
百
姓
不
親
、
五
品
不
遜
、
放
作
吋
徒
、
敬
数
五
教
在
寛
、

と
。
郎
ち
営
時
百
姓
拐
殺
愛
せ
ず
、
五
品
多
く
遜
版
な
ら
ず
、
舜
帝
大
い
に
愛
へ
て
契
を
一
一
叫
徒
と
な
し
五
数
を
敷
か
し

め
た
。
之
が
五
数
の
表
は
れ
た
最
初
で
あ
る
。
五
数
の
内
容
は
共
の
以
前
か
ら
存
在
し
て
ゐ
だ
と
思
ム
、
が
、
営
時
契
、
が
'
如

何
な
る
内
容
の
事
を
数
へ
た
の
で
あ
る
か
、
何
等
の
設
明
な
込

J
L

怨
に
明
確
に
之
を
知
る
事
は
出
来
い
。
叉
五
品
の
内
容
も

如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
故
に
後
世
之
等
の
設
明
に
二
様
の
見
解
が
生
ず
る
に
至
っ
た
。
印
ち
孔
安
闘
停

に
は
次
の
如
く
五
日
間
五
数
を
設
明
し
て
ゐ
る
。

五
口
問
謂
五
常
遜
服
也

J

布
五
常
之
敬
、
務
在
覚
、
所
以
符
人
心
、
亦
美
雰
、
前
功
。

五
品
を
五
常
と
解
し
五
数
を
五
常
の
数
と
設
現
し
て
ゐ
る
、
が
五
常
及
び
五
常
の
数
と
は
何
で
あ
る
か
。
舜
血
(
の
「
慎
徴
五

典
、
五
血
(
克
従
」
の
文
に
於
て
孔
俸
は
五
常
の
数
を
次
の
如
く
説
明
し
て
臼
く

五
血
(
五
常
之
敬
、
父
義
、
母
慈
、
兄
友
、
弟
恭
、
子
孝
。

と
、
唐
の
孔
頴
一
連
之
を
趨
述
し
て
臼
く

口
開
講
口
問
秩
、
一
家
之
内
容
卑
之
君
、
部
父
母
兄
弟
子
是
也
、
敬
之
義
慈
友
恭
孝
、
先
事
可
常
行
、
乃
魚
五
常
耳
。
(
伶
幸
一
一
日

五
九



六

O

正
義
疏
)

と
、
之
に
よ
っ
て
五
常
五
品
の
内
容
が
明
か
と
な
λ

ヘ
路
て
五
常
之
数
も
、
五
数
も
間
切
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
印
ち
五
口
聞
は

父
母
兄
弟
子
の
五
者
を
云
ぴ
、
五
教
は
義
慈
友
恭
孝
の
五
で
あ
る
。
ル
ぬ
の
設
坊
は
孔
安
協
の
創
設
で
は
な
く
、
春
秋
た
氏

停
の
文
公
十
八
年
の
文
に
基
い
て
ゐ
る
事
は
孔
頴
遣
も
云
ふ
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
、
左
氏
停
に
日
く

邸
中
八
一
五
、
使
布
五
数
子
四
方
、
父
義
、
母
慈
、
兄
友
、
弟
北
犬
、
子
孝

J

と
、
之
等
は
父
母
兄
弟
子
の
家
族
に
関
す
る
教
と
し
て
五
教
を
解
し
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
所
設
家
族
道
徳
の
枝
系
を
示
し

た
も
の
と
解
す
る
と
と
が
出
来
る
。
然
る
に
ぬ
舎
の
注
と
し
て
炭
〈
用
び
ら
れ
て
ゐ
る
宋
の
茶
沈
の
没
日
経
集
停
の
説
明

は
、
左
停
の
設
と
は
相
還
し
て
ゐ
る

J

日
く

五
品
、
父
子
、
君
臣
、
夫
婦
、
長
幼
、

mm
友
之
名
校
等
級
也
、
遜
煩
也
、
可
徒
九
日
平
敬
之
官
、
数
布
也
、
五
殺
父
子
有
殺
、

穴
庄
中
旬
義
、
夫
婦
存
別
、
長
幼
有
序
、

mm
友
宣
伝
、
以
五
者
常
一
然
之
怒
、
安
局
数
令
也
。
(
娘
一
議
俸
)

と
。
乙
の
解
粍
は
叉
7
T

胤
子
勝
文
公
上
の
封
印
に
基
い
た
事
は
明
か
で
あ
る
。
日
く

人
之
有
道
也
‘
飽
食
暖
衣
、
逸
居
市
無
数
、
前
近
於
会
獄
、
宅
一
人
有
愛
之
、
使
契
魚
寸
徒
、
数
以
人
倫
、
父
子
有
一
毅
親
、

万号A

伍早庄位岸生b占一

と
O

子
孟
胤
子
に
於
て
は
五
口
品
問

νを)
以
て
父
子
、
穴
民
、
夫
婦
、
長
幼
‘

mm
友
の
五
倫
と
解
し
、
そ
の
五
口
問
の
間
に
存
す
る
親
義
別

叙
信
を
以
て
五
殺
と
な
し
た
。
弦
に
於
て
た
停
と
孟
子
と
は
兵
っ
た
設
切
と
な
ら
随
て
内
察
に
於
て
、
共
の
続
問
に
非
常
な

る
相
迷
子
)
来
し
た
、
印
ち
前
者
は
父
母
凡
弟
子
と
一
瓦
ム
が
如
主
人
十
一
〈
家
族
的
血
族
的
協
係
に
あ
る
者
を
以
て
五
九
及
び
五

敬
と
解
し
た
る
に
訴
し
‘
後
者
は
家
族
関
係
に
於
て
は
夫
婦
関
係
を
入
れ
支
に
定
区
間
開
係
の
凶
家
的
道
徳
を
入
れ
叉
朋
友



の
一
位
合
的
関
係
を
入
れ
共
の
範
悶
は
非
常
に
抜
大
手
れ
て
ゐ
る
。
一
氏
に
五
品
の
一
た
る
兄
弟
は
孟
子
に
於
て
は
、
長
幼
と

な
ι
リ
、
家
族
内
の
兄
弟
問
の
長
幼
の
み
な
ら
ず
二
府
概
念
を
践
大
し
て
一
般
一
位
舎
に
於
け
る
長
幼
を
も
意
味
す
る
に
至
っ

た
。
左
停
の
兄
弟
は
極
め
て
狭
主
意
味
に
用
ひ
ら
れ
従
兄
弟
や
従
父
兄
弟
、
従
班
兄
弟
を
も
合
・
2
5
る
、
兄
弟
印
ち
同
胞

の
凡
弟
の
意
味
に
沼
ひ
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
五
殺
の
鮮
側
伴
は
左
侍
設
と
孟
子
設
と
に
二
大
別
す
る
乙
と
、
が
出
来
る
。

以
下
左
停
と
孟
子
と
の
解
稗
を
詳
述
し
、
最
後
に
律
令
と
の
関
係
に
及
び
た
い
と
思
ム
。

二
、
た
停
の
五
敬

左
氏
停
に
見
え
た
る
五
教
は
前
に
引
い
た
技
に
大
史
克
の
壬
一
日
に
依
る
の
で
あ
る

J

日
く

舜
反
発
翠
八
位
使
主
后
士
、
以
校
百
事
英
不
時
序
也
、
地
卒
天
成
、
邸
中
八
一
冗
使
布
五
敬
子
四
方
、
父
義
、
母
慈
、
兄
友

弟
共
、
工
手
、
内
一
牛
外
盛
(
世
一
技
会
)

と
、
此
の
五
数
の
内
容
に
は
如
何
な
る
意
味
、
が
あ
る
か
。

一
、
父
議
。
父
た
る
者
の
本
務
と
し
て
義
を
奉
げ
て
ゐ
る
。
義
、
と
は
緯
名
に

義
宣
也
、
裁
剣
事
物
、
使
各
笠
也
、

と
あ
る
。
父
は
一
家
の
家
長
で
あ
る

3

家
長
た
る
父
は
一
家
一
族
を
卒
ゐ
て
主
(
の
模
範
と
な

b
、
家
族
の
各
口
氏
に
共
の
宜

し
3
V一
得
し
め
る
事
を
設
く
も
の
で
あ
る

J

穫
一
諸
表
一
誌
の
「
道
者
義
」
の
詑
に

義
也
謂
断
以
事
宜
也

d

と
あ
っ
て
義
の
意
味
は
泣
で
あ
る
と
と
諸
経
殆
ん
ど
一
致
す
る
。
義
者
笠
也
、
(
併
)
義
之
一
一
一
一
口
宜
也
、
(
鰐
錦
)
、
義
名
事
之
宣

弘
、
(
踏
段
)
等
は
皆
此
の
例
で
あ
る
。
ぬ
問
、
義
に
は
理
の
意
味
が
あ
る
。

/、



ノ¥

義
理
也
。
(
刈
肝
)

之
に
依
れ
ば
家
長
た
る
父
は
一
家
を
よ
く
統
べ
お
さ
め
て
、
家
庭
の
秩
序
を
雑
持
す
る
所
の
支
任
を
有
す
る
も
の
と
な

る
Q

叉
義
に
は
利
の
意
味
が
あ
る
。

義
利
也
o
a
H
)

科
物
一
筋
義
υ

(

一誠一…四)

部
ち
父
た
る
者
は
家
族
を
扶
一
一
変
す
る
免
に
経
済
上
の
利
盆
を
得
る
義
務
、
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
つ
以
上
の
如
く
義
に
は
程

程
の
玄
が
あ
る
が
皆
父
の
義
務
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
二
家
は
一
閣
の
如
く
で
、
家
長
は
一
菌
に
於
け
る
君
主
の
如
き

も
の
で
あ
る
。
放
に
父
母
を
巌
君
と
一
瓦
ひ
父
を
巌
父
と
一
五
ム
、
易
の
家
人
俸
に

家
人
有
巌
君
、
父
母
之
謂
也
。

と
あ
る
如
く
肢
で
あ
る
と
と
が
家
長
の
家
長
た
る
所
以
で
あ
る
。
故
に
家
長
た
る
父
は
威
巌
を
以
て
家
族
各
口
氏
子
)
扶
養
し

共
の
立
し
-bd
を
得
当
せ
、
同
時
に
各
白
の
向
ふ
べ
き
職
穏
を
謹
さ
し
め
、
以
て
一
家
の
秩
序
を
維
持
す
る
義
務
が
あ
る
も

の
で
あ
る
。
乙
の
義
務
を
果
す
方
法
と
し
て
は
、
家
長
は
先
づ
良
己
を
義
な
ら
し
め
、
釜
山
主
模
範
で
あ
る
と
同
時
に
家
族

テ
一
敬
訓
す
ふ
教
育
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
リ
故
に
竹
添
博
士
は
左
氏
A
W

向
笠
に
次
の
如
く
註
し
て
尽
く

父
母
於
子
並
魚
慈
、
但
父
主
数
訓
:
:
:
数
訓
愛
苅
加
者
、
故
以
義
潟
稿
、
義
者
宜
也
、
数
之
義
方
、
使
得
共
立
。

と
あ
る
、
が
実
に
我
か
意
を
得
た
る
説
切
で
あ
っ
て
、
伊
ん
た
る
数
の
道
徳
的
本
務
を
よ
く
設
明
し
た
も
の
と
云
ム
ベ
主
で

あ
る
。

ニ
、
母
怒
。
慈
は
母
と
し
て
の
本
務
で
あ
る
υ

日
切
に
於
て
は
坤
卦
を
以
て
母
と
し
て
「
坤
銭
地
建
母
」
と
設
卦
停
に
述
べ

J

し
あ
る
。
地
は
湾
物
を
生
ず
る
所
以
の
も
の
、
移
し
て
母
の
徳
と
す
る
と
と
が
出
来
る
。
然
ら
ば
慈
と
は
如
何
な
る
意



か
、
周
機
大
苛
徒
の
臓
の
一
日
誌
幼
の
注
に

ぜ
慈
幼
諒
一
変
幼
少
也
叫
(
か
民
間
一
油
断
…
官
)

と
あ
る
。
慈
そ
愛
と
解
く
事
は
一
般
の
遜
別
別
で
あ
っ
て
そ
の
仰
を
翠
ぐ
れ
ば

ぷ
一
変
也
。
(
慨
は
)

上変下日慈。(翁齢結…悶……僻榔脱…削……除一お…附川一恥俳郡畔ぜ)
 

慈諮-剖哨一
慈
ト
者
者
一
愛
変
山
出
山
円
一
於
於
心
、
忠
一
被
於
一
物
也
o

(

特
訓
蜘
絃
叡
)

慈
し
支
均
一
変
・
之
名
。
(
…
諸
問
鯉
)

等
あ
る
、
が
る
一
く
一
致
し
て
ゐ
る

J

母
は
子
供
を
養
育
す
る
乙
と
が
最
大
の
義
務
で
あ
る
。
せ
一
(
の
養
育
の
方
法
と
し
て
、
慈

愛
を
以
イ
」
之
V}
育
む
乙
と
、
之
れ
母
た
る
も
の
¥
任
務
で
あ
る
。
更
に
慈
に
は
字
の
意
味
、
が
あ
る
。
務
名
程
一
一
一
一
口
誌
に
慈
字

也
と
あ
る
。
字
に
は
滋
の
意
味
も
あ
っ
て
、
増
加
す
る
意
味
も
あ
b
、
又
生
す
る
玄
味
も
あ
る
。
部
ち
蔦
物
の
後
生
繁
殖

を
意
味
し
て
ゐ
る

J

母
た
る
者
は
子
供
を
生
み
慈
愛
を
以
て
養
育
す
る
乙
と
乙
そ
、
安
に
造
次
も
忘
れ
て
な
ら
ぬ
本
務
で

あ
っ
て
、
奨
に
母
の
愛
乙
そ
は
凡
て
の
愛
の
中
で
最
も
純
真
の
変
で
あ
る
。
放
に
竹
添
博
士
は
慈
市
乞
設
明
し
て
臼
〈

母
、
王
一
探
養
、
機
養
在
忠
一
変
、
故
以
慈
魚
名
。
(
純
一
一
)

とk
以
て
す
る
。

一
一
一
、
兄
友
。
兄
は
長
で
あ
b
弟
は
幼
で
あ
る

3

故
に
兄
は
弟
よ
λ

ッ
多
〈
の
経
験
を
積
ん
で
ゐ
る
震
に
弟
妹
に
臨
な
に
経
験

乙
の
故
に
兄
の
本
務
を
友
と
す
る
の
で
あ
る
。
友
の
義
は
設
文
に

F 皐a・/、、



六
回

日
外
二
手
相
交

と
あ
っ
て
二
子
子
一
以
て
相
支
へ
互
に
栢
助
く
る
の
意
猿
で
あ
る
事
は
明
か
で
あ
る
。
又

善
兄
弟
念
友
J

(

糊
鵬
)
(
繍
鳩
肘
腕
時
)
(
脱
諒
耕
一
以
子
)

妥
兄
弟
日
友
。
(
時
一
倍
以
い
ん
削
)

と
あ
っ
て
兄
弟
共
に
親
密
に
し
相
助
け
ハ
(
口
ム
乙
と
が
印
ち
友
で
あ
る

Q

市
し
て
助
く
る
場
合
は
強
者
が
弱
者
を
助
け
る
が

順
序
で
あ
る
っ
強
者
た
る
兄
は
弱
者
た
る
べ
き
弟
を
助
く
べ
主
で
あ
る

d

故
に
兄
の
本
務
と
し
て
友
を
翠
げ
た
も
の
と
忠
は

れ
る
。
支
誌
の
道
術
に

兄
敬
愛
弟
謂
友
。

と
あ

b
て
兄
が
弟
に
針
す
る
本
務
ぞ
友
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

問
、
議
共
。
共
は
恭
で
あ
っ
て
弟
妹
の
本
務
で
あ
る
。
弟
は
第
生
で
あ
っ
て
相
次
第
し
て
生
れ
る
意
で
後
生
を
弟
T

と
す

る
。
恭
は
敬
と
の
釣
文
に
於
て
は
外
貌
の
敬
を
一
五
ふ
。

宇
甘
い
い
L
H

包
Q

¥

践
雅
/

i

U

3

1

k

J

ヘ
春
秋
繁
露
/

戸一月・

2
4
戸

線

芝

多

E
手
六
五
行
え
そ

之
等
は
外
貌
の
殿
粛
な
る
を
一
五
ふ
た
の
で
あ
る
が
支
に

恭
散
也
。
(
附
間
)
恭
-
者
数
也
。
(
院
議
時
)

議
接
訴
之
浪
。
(
惣
一
一
昨
氏
)

と
あ

b
て
恭
に
は
敬
誕
の
立
が
あ
る
〉
弟
た
る
者
は
兄
に
訴
し
て
は
奈
貌
熊
皮
を
敬
し
み
常
に
謙
譲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

叉
周
書
説
法
に
は



敬
訓
事
上
臼
恭

と
あ
る
、
が
之
は
最
も
よ
く
弟
た
る
者
の
恭
子
}
示
し
て
ゐ
る
と
忠
は
れ
る
。
自
己
よ
b
上
な
る
兄
に
訴
し
て
敬
ぴ
椴
ふ
と
と

を
弟
の
本
務
と
す
べ
き
で
あ
る
。
竹
添
博
士
は
兄
と
弟
と
を
併
せ
述
べ
て
日
く
、

弟
之
於
兄
、
亦
笠
魚
友
、
位
兄
弟
相
於
乃
有
長
幼
傘
卑
、
故
分
出
共
弟
、
使
之
符
恭
、
ヰ
一
一
日
敬
共
兄
、
而
友
愛
共
弟
也
。

と
叉
孟
子
に
は

該
崎
町
之
童
相
拠
不
知
一
祭
』
パ
親
也
、
及
品
ム
ハ
長
無
不
'
知
敬
立
(
れ
ん
也
(
叫
す
)

と
あ
b
て
、
殺
を
愛
し
兄
を
敬
す
る
は
先
天
的
の
本
性
と
し
て
ゐ
る
。
叉
弟
は
悌
の
字
を
以
て
孝
と
封
文
と
し
て
孝
悌
と

用
ム
。
悌
の
字
を
用
ム
る
も
亦
恭
順
の
意
で
あ
る
。
兄
弟
は
共
の
父
母
を
同
じ
く
し
同
校
の
校
一
世
別
で
あ
っ
て
境
遇
を
同
じ

く
し
生
活
を
同
じ
く
す
る
、
然
れ
ル
ム
(
長
ず
る
に
及
び
動
も
す
れ
ば
、
恭
敬
を
失
し
て
疏
裁
に
流
れ
る
。
故
に
弟
妹
た
る
者

は
恭
敬
の
心
を
以
て
兄
姉
に
事
へ
ね
ば
な
ら
ね
事
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
。

五
、
予
孝
。
孝
は
古
来
多
く
の
説
明
、
が
あ
っ
て
一
々
奉
ぐ
る
乙
と
は
出
来
衣
い
。
孝
は
儒
数
倫
理
に
於
け
る
最
も
重
要
な

る
徳
目
で
あ
っ
て
、
同
時
に
支
那
道
徳
の
最
高
な
る
も
の
で
あ
る
。
上
は
天
子
よ

b
下
は
農
民
に
至
る
迄
一
、
代
以
っ
て
百

行
之
本
と
し
て
奪
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
設
文
に

孝
善
事
父
母
者
、
日
川
老
省
、

H
A

子
、
子
一
水
老
也
、

と
あ
る
は
孝
の
字
を
形
よ

b
説
明
し
、
子
、
が
老
親
を
負
ふ
た
形
と
し
て
ゐ
る
。

養
父
母
日
孝
。
(
湖
一
野
剣
勝
)
(
欝
附
)

養
父
母
魚
孝
。
(
担
一
一
銭
)
(
一
一
…
間
…
抑
制
的
)
(
糊
糊
)

六
五



六
六

善
事
父
母
一
同
点
卒
。
(
理
解
)

之
等
は
叫
ん
白
普
く
父
母
に
事
へ
る
を
孝
と
魚
す
の
で
あ
る
。
子
は
亦
殺
を
養
ふ
義
務
が
あ
る
故
に
孝
に
は
養
ふ
意
が
あ
る
。

孝
-
者
蓄
也
。
(
繍
蹴
)

孝
好
也
、
受
父
母
、
如
所
設
好
也
、
孝
経
設
日
孝
畜
也
一
番
養
也
。
尋
問
懇
)

と
あ
る
。
競
を
養
ム
は
子
の
義
務
で
あ
る
が
唯
身
控
を
養
ム
の
み
で
は
犬
馬
と
同
様
で
あ
る
。
孟
子
の
一
五
へ
る
が
如
く
、

敬
し
て
志
を
養
は
ぎ
れ
ば
異
の
奉
養
と
は
云
へ
な
い
。
故
に
藤
一
認
内
郊
に

智
子
日
孝
子
之
養
老
也
、
幾
共
心
不
透
共
志
、
淑
京
共
耳
目
、
安
共
寝
庭
、
以
芙
飲
食
忠
養
之
、

と
あ
る
如
く
恭
一
授
は
肉
耀
精
神
病
者
、
が
完
全
に
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
以
上
は
平
時
代
於
け
る
孝
一
一
変
で
あ
る
が
一
日
一

父
母
が
病
に
犯
さ
れ
た
時
代
は
焦
心
苦
虚
し
て
速
か
に
各
一
決
す
る
事
を
欲
す
べ
主
で
あ
る
。
磯
一
詰
曲
機
一
代
子
の
殺
の
病
に

侍
す
る
遂
を
説
い
て

父
母
有
疾
、
冠
者
不
櫛
、
行
不
顔
、
一
一
一
一
口
不
信
、
翠
活
必
不
御
、
食
肉
不
至
竣
味
、
欽
一
内
不
至
鍵
貌
、
笑
不
一
主
知
、
怒
不
至

1??.tl_ 
官、

と
一
瓦
ふ
て
あ
る
が
、
父
母
の
病
を
以
て
己
の
病
の
如
く
愛
惜
す
る
の
で
あ
る
。
支
代
親
の
死
後
は
主
と
し
て
一
殺
の
志
を
織

ぐ
事
と
祭
る
事
と
は
大
切
な
る
孝
の
内
容
で
あ
る
。

夫
孝
一
番
縫
人
之
志
、
善
述
人
之
事
也
。
(
桝
)

凡
古
祭
饗
戸
日
孝
子
。
(
報
社
時
総
)

主
ハ
他
孝
の
内
容
は
穏
々
あ
る
が
省
略
す
る
。



以
上
、
が
左
停
の
五
教
の
設
切
で
あ
る
、
が
全
く
家
族
道
徳
で
あ
る
。
家
は
最
初
に
生
ず
る
自
然
的
の
枇
舎
で
あ
る
事
は
易

の
序
卦
停
に

存
天
地
、
然
後
有
寓
物
、
・
一
旬
時
物
、
然
後
有
男
女
、
有
男
女
、
然
後
有
夫
婦
、
有
夫
婦
、
然
後
有
父
子
、
有
父
子
然
後

有
君
区
。

と
述
べ
て
ゐ
る
逼
b
で
あ
っ
て
、
家
族
的
関
係
、
が
君
民
関
係
に
先
立
つ
事
は
支
那
の
枇
舎
に
於
て
は
然
ら
で
あ
る
。
家
族
、
が

一
位
合
成
立
の
根
源
で
あ
る
事
は
何
れ
の
家
族
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
悩
て
家
族
道
徳
か
最
初
に
生
ず
る
事
は
営
然

で
あ
る

J

乙
の
左
停
の
五
殺
の
道
徳
も
支
郊
の
家
族
制
度
に
立
脚
し
、
蛍
時
の
家
族
生
活
に
必
要
な
る
道
徳
を
遮
べ
た
も
の

と
見
る
べ
主
で
あ
っ
て
、
之
か
営
時
の
道
徳
の
中
心
を
な
し
た
も
の

F
あ
る
と
忠
は
れ
る
。

一
ニ
、
孟
子
の
五
数

孟
子
の
五
数
は
前
掲
の
如
く
、
父
子
、
君
匹
、
夫
婦
、
長
幼
、
朋
友
の
五
倫
を
以
て
五
口
問
と
な
し
共
の
問
に
行
は
る
¥

信
義
別
序
信
を
以
て
五
教
と
な
し
た
の
で
あ
る
。
越
絞
は
五
数
に
艶
し
て

可
徒
主
人
数
以
人
事
、
父
父
、
子
子
、
君
君
、
区
一
位
、
夫
夫
、
娘
婿
、
兄
兄
、
弟
弟
、
型
全
員
信
、
円
支
局
契
之
教
也
。
(
一
世

凶

岐

)

と
注
し
又
孫
爽
は
之
に
琉
し
て
臼
く
、

，
舜
又
使
契
魚
司
徒
官
、
数
以
人
倫
、
使
天
下
之
人
、
知
父
子
存
続
、
殺
慈
孝
、
君
区
有
↓
隼
卑
之
義
、
夫
婦
存
交
別
、
長

幼
等
叙
、

mm
友
有
忠
信
。

と
じ
て
五
殺
を
以
て
五
倫
の
道
と
し
て
ゐ
る
。
朱
子
は
孟
子
集
注
に

ハ
七



契
亦
舜
庄
名
也
、
可
徒
官
名
也
、
人
之
有
道
、
ニ
一
一
口
英
皆
実
葬
之
佐
也
、
然
無
数
刻
亦
放
逸
怠
惰
市
失
之
、
故
翠
入
設
宮

市
教
以
人
倫
、
亦
呂
田
有
者
、
南
道
之
耳
、
事
一
一
回
日
天
鉄
有
典
、
効
我
五
典
、
五
惇
哉
、
此
之
諮
也
。

と
述
べ
て
五
倫
に
鰯
れ
て
ゐ
な
い
が
五
倫
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
ラ
。
白
書
大
会
に
は
米
子
の
設
を
琉
し
て
臼
く

新
安
陳
氏
自
、
奥
考
人
道
之
常
、
所
以
序
本
有
此
兵
也
、
勅
正
也
、
我
謂
君
也
、
五
血
(
部
父
子
至

mm
友
、
五
者
是
也
、
効

厚
也
、
勅
正
自
我
部
天
叙
之
本
然
者
、
市
品
節
之
、
然
後
有
有
具
、
別
雨
怨
五
典
、
一
郎
五
者
皆
惇
淳
也
、
惇
血
(
一
一
一
一
口
厚
人
倫
。

と
、
五
島
(
を
五
倫
と
、
な
し
て
朱
子
の
設
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。

一
、
父
子
宿
続
。
父
子
の
間
に
は
骨
肉
の
親
愛
が
あ
る
。
父
子
は
そ
の
殻
を
異
に
す
る
、
が
、
子
は
遺
躍
で
あ
っ
て
父
子
は

向
践
で
あ
る
。
故
に
共
の
問
問
に
親
愛
の
傍
あ
る
は
一
瓦
ふ
迄
も
な
い
。
設
文
に
窺
主
也
と
あ
る
を
段
王
裁
は
之
を
注
し

情
意
懇
到
日
室
、
父
母
者
情
之
最
苓
一
考
也
。

と
述
べ
て
ゐ
る
が
共
の
意
は
明
か
で
あ
る
。
太
古
未
慌
の
時
に
於
て
込
母
あ
る
を
知
り
て
父
あ
る
を
知
ら
な
い
事
は
症
子

経
路
れ
に
「
一
利
農
之
世
知
共
母
、
不
知
共
父
」
と
あ
る
に
て
も
知
ら
る
¥
の
で
あ
る
。
従
っ
て
子
供
を
保
育
す
る
任
務
は

母
に
あ
る
。
次
第
に
祉
、
が
、
活
h
u

に
従
ひ
夫
婦
の
道
が
正
し
く
な

b
、
父
子
の
関
係
、
が
確
然
た
る
に
至
っ
て
父
も
亦
保
育
に

血
ハ
ム
リ
同
時
に
父
は
家
長
と
し
て
之
を
統
率
し
父
子
関
に
於
て
も
同
校
に
成
感
親
愛
の
念
が
生
ず
る
に
至
る
。
故
に
父
子
有

殺
と
設
い
て
父
子
と
一
瓦
ふ
た
所
に
大
な
る
意
気
が
存
す
る
事
と
忠
ム
。
十
印
し
て
父
は
母
子
)
も
粂
ね
一
泌
を
代
表
す
る
も
の
で

あ
る
。
孟
子
五
敬
子
}
設
く
に
父
子
の
関
係
を
第
一
に
置
く
の
は
、
父
子
は
天
会
に
し
て
分
る
¥
事
の
な
い
も
の
で
あ
る
、

事
乞
表
は
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
部
ち
門
内
治
思
捻
義
、
内
外
治
捻
義
患
の
思
想
に
基
く
も
の
で
あ
る
。

ニ
、
君
臣
有
義
υ

君
庄
の
関
代
生
ず
る
本
務
は
」
誌
で
あ
る
。
殺
誌
に



協
有
忠
、
君
死
一
枇
桜
、
龍
之
義
。
(
騨
)

と
あ
る
は
君
の
義
を
設
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
核
子
法
一
一
一
日
住
に

義
者
区
子
死
節
乎
君
波
之
難
也
。

と
あ
る
は
区
下
と
し
て
の
義
で
あ
る
。
叉
孟
子
に

君
之
秘
臣
、
如
手
足
、
直
則
川
腕
君
如
腹
心
、
芳
之
減
反
如
犬
馬
郎
、
巨
説
君
如
図
入
、
君
之
規
程
如
士
芥
、
巨
之
誠
君

加
冠
…
慨
。
(
抗
日
離
)

と
あ
る
。
之
に
依
れ
ば
武
の
区
下
を
取
扱
ム
'
態
度
如
何
に
よ
っ
て
症
は
そ
の
怒
皮

k
決
定
す
る
の
で
あ
り
て
、
義
会
へ
ば

別
ち
従
ひ
、
人
口
は
ま
れ
ば
之
を
去
る
の
意
、
が
見
え
て
居
る
。
日
疋
れ
徐
b
に
君
の
義
か
霊
く
し
て
、
庄
の
義
が
軽
く
、
徐
b

代
自
由
を
血
(
へ
過
ぎ
た
る
か
の
戚
が
あ
る
。
然
し
之
は
箆
を
数
へ
た
諾
で
は
な
く
、
君
、
王
に
お
し
て
設
い
た
諾
で
あ
る
、
か

故
に
か
く
一
お
ふ
た
も
の
と
忠
は
れ
る
。
と
の
黙
は
我
図
、
代
於
け
る
君
民
関
係
の
義
と
は
非
常
に
相
違
す
る
所
で
あ
る
。
父

子
は
先
天
的
天
A
U
に
し
て
芳
区
は
後
天
的
義
会
で
あ
る
と
す
る
支
那
停
統
の
思
想
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
特
に
孟
子
は

父
子
有
殺
を
第
一
に
霞
主
君
民
有
義
吉
第
二
に
置
い
た
所
以
で
あ
る
。
君
庄
の
関
係
は
入
会
に
し
て
会
意
の
契
約
で
あ
っ

て
委
設
実
賛
を
以
て
君
民
と
な
る
。
乙
の
君
庄
の
関
係
を
結
び

ο
け
る
、
が
義
で
あ
っ
て
、
俸
蔽
を
受
け
る
が
怨
で
な
く
、

日
巳
の
理
想
抱
負
を
安
行
す
る
の
、
が
臣
、
た
る
者
の
呂
的
で
あ
る
。
故
に
謹
一
詑
に

怨
人
臣
之
総
不
顕
談
、
一
ニ
諌
里
小
諮
問
別
逃
亡
、
子
之
事
裁
也
三
諌
市
不
籍
別
競
泣
市
随
之
υ

(

鶴
市
国
)

き
あ
る
、
が
如
く
親
に
封
し
て
は
競
技
し
て
路
ふ
も
君
に
針
し
三
一
課
し
て
諜
か
れ
ゴ
れ
ば
之
を
去
る
の
で
あ
る
。
邸
ち
義
は

国
く
守
る
意
味
で
あ
る
と
何
時
に
、
義
は
A
口
離
の
原
別
別
で
あ
る
。

メ¥

九
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O

一
一
一
、
夫
婦
宥
別
。
左
停
の
五
教
に
は
綾
子
の
関
係
は
あ
る
、
が
、
夫
婦
の
関
係
を
述
べ
て
無
い
の
に
針
し
、
孟
子
は
夫
婦
の

関
係
を
有
別
と
一
瓦
ふ
て
そ
の
本
務
を
設
い
て
ゐ
る
。
夫
嫁
の
有
別
は
部
ち
男
女
の
有
別
で
あ
る
。
と
の
・
一
特
別
の
意
義
は
二

絞
に
見
ら
れ
る
。
一
は
男
女
無
別
に
訴
す
る
も
の
で
、
他
は
男
女
掌
る
所
の
別
で
あ
る
。
男
女
の
無
別
は
前
述
の
如
く
原

始
時
代
に
於
け
る
従
婚
の
肢
態
を
云
へ
る
も
の
で
あ
る
。
次
第
に
世
が
進
な
に
従
ぴ
、
婚
姻
の
形
式
、
が
整
び
鋭
婚
を
禁
じ

て
、
共
の
直
別
を
立
て
た
の
、
が
男
女
の
有
別
で
あ
っ
て
、
之
が
夫
婦
有
別
の
本
義
で
あ
る
。
後
世
は
夫
婦
の
関
係
、
が
明
確

と
な
b
第
一
義
の
有
別
は
不
必
要
と
な
b
、
乙
¥
に
夫
婦
の
問
に
域
能
を
分
け
互
に
和
敬
す
る
乙
と
を
遣
と
し
だ
か
ら
第

二
の
意
義
を
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
鶴
一
認
内
例
制
に

刃
子
居
外
、
女
子
目
的
内
;
:
・
男
不
入
、
女
不
出
、
男
不
言
内
、
女
不
ニ
一
一
日
外
。

と
あ
る
は
男
女
有
別
の
第
二
の
意
義
を
切
か
に
し
た
も
の
で
あ
る

J

問
、
長
幼
宥
叙
(
序
)
。
伎
は
叉
序
に
作
る
。
序
は
次
第
で
却
ち
年
訟
の
次
第
を
一
五
ふ
。
長
幼
は
兄
弟
子
}
中
心
と
し
克
に
之

を
践
校
し
て
一
般
の
人
に
ゐ
し
及
ぼ
し
炭
い
意
味
に
用
ひ
ら
る
¥
絞
に
な
っ
た
。
然
し
長
幼
は
兄
弟
を
第
一
義
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
兄
弟
の
順
序
、
が
乱
れ
ず
、
兄
は
兄
と
し
て
上
に
あ
b
、
弟
は
弟
と
し
て
之
に
次
ぐ
事
を
立
味
す
る
も
の
で

あ
る
。
乙
の
兄
弟
に
長
幼
の
順
序
を
立
て
る
事
は
支
郊
に
於
て
は
、
特
に
巌
格
で
あ
っ
て
、
貨
に
東
洋
道
徳
の
特
色
で
あ

る
U

之
、
が
家
替
相
続
の
順
序
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
去
し
と
の
順
序
を
緩
一
克
し
た
時
に
多
く
の
問
題
、
が
生
ず
る
の
で

あ
る
υ

更
に
aM
的
義
に
於
て
は
兄
弟
関
に
於
て
の
み
な
ら
ず
一
般
枇
令
に
於
て
も
長
幼
の
序
を
立
て
¥
長
者
を
傘
敬
す
る
は

支
那
古
来
の
美
風
で
あ
る
。
故
に
鵡
詑
王
制
に

年
長
以
惜
別
父
一
帯
之
、
十
年
以
長
期
見
事
之
、
五
年
以
長
引
一
お
随
之

d



父
之
協
随
行
、
兄
之
前
雁
行
、
期
友
不
相
除
。

十
と
あ
る
。
之
を
見
て
も
一
般
一
枇
舎
に
於
て
長
幼
の
序
、
が
守
ら
れ
て
わ
た
事
を
知
る
の
で
あ
る
)

玉
、
朋
友
有
信

u
m友
は
封
等
の
関
係
で
あ
る
。
道
を
同
じ
く
す
る
者
、
ゲ
一
般
と
い
び
、
士
山
を
同
じ
く
す
る
者
を
友
と
云
ふ

の
は
古
来
の
設
切
で
あ
る
。
共
の
朋
友
の
問
問
に
存
す
る
本
務
、
が
信
そ
あ
る
。
説
文
に
「
信
誠
也

A
人一一一一日
L

と
あ
る
。
信
は
誠

で
あ
る
。
段
玉
裁
の
説
明
の
如
く
人
間
の
一
一
一
一
口
は
誠
で
な
い
も
の
は
な
く
、
誠
で
な
い
も
の
は
人
言
で
は
友
い
。
論
語
に
は

典
型
全
父
、
ニ
一
一
口
市
一
旬
信
、
政
日
未
一
卒
、
五
口
語
之
風
一
夫
u

(

輪
一
問
)

と
あ
る
絞
に
言
語
、
が
信
で
あ
る
事
は
中
心
の
異
質
を
表
は
す
も
の
で
あ
る
。
立
(
他
論
誌
に
は
信
L
L
一
去
ひ
、
忠
一
信
仰
と
い
ひ

て
、
立
(
の
意
を
表
は
し
た
所
、
が
非
常
に
多
い
が
信
、
が
誠
で
あ
る
事
は
相
丸
山
止
な
い
。
左
停
に
於
け
る
五
数
は
友
の
事
に
は
何

等
の
紋
惑
が
無
い
の
に
針
し
、
孟
子
は
純
然
た
る
枇
令
道
徳
の
朋
友
関
係
を
特
に
掲
示
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
は
孟
子
の
五
数
を
説
明
し
た
の
で
あ
る
、
が
共
の
中
に
は
家
庭
道
徳
の
み
な
ら
ず
、
長
幼
朋
友
の
一
位
命
日
道
徳
、
君
臣

関
係
の
図
家
道
徳
左
も
含
み
炭
汎
な
る
道
徳
館
系
を
な
し
て
ゐ
る
。

四
、
左
傍
孟
子
雨
五
数
設
の
関
係
、

左
俸
に
見
え
た
る
太
史
克
の
迷
ぶ
る
五
数
と
、
孟
子
の
設
く
所
の
五
数
と
は
範
図
に
於
て
異
る
事
は
前
述
の
遜
b
明
か

な
事
で
あ
る
。
命
幸
康
誌
に

子
弗
祇
服
厳
父
事
、
大
傷
欧
考
心
、
於
父
不
能
字
妖
子
、
乃
疾
僚
子
、
子
弟
弗
念
夫
額
、
乃
弗
克
恭
賊
兄
、
兄
亦
不
念

伽

鞠

子

哀

)

大

不

友

於

弟

。

.

と
あ
る
を
見
れ
ば
父
は
字
、
子
は
m
郎
、
兄
は
友
、
弟
は
恭
な
る
べ
き
事
を
知
る
。
販
は
父
母
に
服
従
す
る
事
で
あ
っ
て
孝
で

士
一
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ィ
あ
る
。
字
は
慈
で
あ
b
、
又
父
は
殺
を
代
表
す
る
故
に
母
を
含
む
。
か
く
見
れ
ば
乙
の
文
に
は
父
母
の
道
、
が
設
か
れ
て
ゐ

て
左
停
の
五
教
と
金
く
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
之
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
契
の
設
い
た
所
の
五
数
も
、
矢
張
L

リ
企
(
の
内
容
は
家

庭
道
徳
と
し
て
の
義
怒
友
恭
孝
の
親
子
関
の
教
で
あ
っ
た
と
え
る
、
が
妥
営
と
忍
は
れ
る
。
孔
子
は
替
の
長
公
の
問
、
代
封
し

て
次
の
如
く
針
へ
て
ゐ
る
。

君
君
、
区
区
、
父
父
、
子
子
}

と
の
誌
は
古
家
具
訟
の
存
す
る
文
で
あ
っ
て
後
件
的
に
も
亦
無
後
件
的
に
も
読
み
得
る
が
孔
子
の
意
は
無
佼
件
的
で
あ
る

と
忠
は
れ
る
、
部
ち
君
臣
父
子
の
道
徳
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
孔
子
に
は
夫
婦
の
関
係
を
述
べ
た
所
は
極
め
て
少
い
が

孝
悌
の
道
に
就
い
て
は
非
常
に
多
い
o
m
m
友
の
関
係
も
亦
孔
子
の
設
く
所
で
あ
っ
て
論
語
中
に
は
諮
問
川
に
散
見
す
る

J

か
く

見
れ
ば
孔
子
の
思
想
中
に
は
、
か
一
停
に
て
設
く
五
数
の
概
念
の
含
ま
れ
て
ゐ
だ
事
は
勿
論
、
更
に
芳
度
mm
友
等
の
家
族
以
外

の
道
徳
思
想
も
合
ま
れ
て
ゐ
だ
事
は
明
か
で
あ
る
u

管
子
は
又
六
親
と
し
て
父
子
、
兄
弟
、
夫
妨
の
道
を
次
の
如
く
設
い

て
ゐ
る
。

震
中
正
無
私
、
区
忠
信
不
紫
、
父
慈
悲
以
数
、
子
孝
、
治
一
以
満
、
兄
克
裕
以
譲
治
一
北
順
以
敬
、
夫
敦
懐
以
凶
、
妻
勤
勉
以

点
。
(
駿
一
五
)

と
ゴ
家
庭
道
徳
比
一
歩
を
だ
め
て
君
臣
道
徳
乞
設
い
て
ゐ
る
。
更
に
中
席
に
は

天
下
之
遠
道
五
、
所
以
行
之
者
三
、
日
君
直
也
、
父
子
也
、
夫
妨
也
、
兄
弟
也
、
加
友
也
、
五
者
天
下
之
達
選
者
、

と
あ
る
。
一
見
に
朋
友
を
増
加
し
て
ゐ
る
が
道
徳
の
百
を
示
し
て
む
な
い
。
朱
子
は

遠
道
者
、
天
下
古
今
所
北
ハ
由
之
路
、
部
書
所
諮
五
典
、
孟
子
所
説
父
子
有
親
、
万
民
有
義
、
夫
婦
有
別
、
長
幼
有
序
、
日
記



也
(
蜘
…
明
)

と
注
し
孟
子
の
五
敬
子
}
配
営
せ
し
め
て
ゐ
る
、
が
妥
営
な
る
解
終
と
一
広
ム
ベ
主
で
あ
る
。
か
く
見
れ
ば
中
庸
の
思
想
は
孟
子

の
思
想
と
金
く
等
し
主
も
の
と
見
る
率
引
か
出
来
る
。
之
れ
子
忠
、
孟
子
は
孔
子
の
思
想
に
基
い
て
契
の
五
数
を
路
大
せ
し

め
て
新
し
い
解
粧
を
し
た
も
の
と
芯
は
れ
る
。
契
の
時
代
に
於
て
は
踏
家
統
治
の
根
本
は
家
庭
で
あ
っ
て
、
家
庭
よ
く
治

ま
れ
ば
幽
家
は
卒
和
で
あ
b
、
人
民
は
上
に
天
子
あ
る
を
知
ら
ゴ
る
獄
態
で
あ
っ
た
。
故
に
家
庭
道
徳
、
が
完
全
に
行
は
る

れ
ば
自
然
と
凶
家
は
治
宝

b
天
下
は
泰
苧
と
衣
る
。
故
に
契
は
家
庭
道
徳
と
し
て
の
五
数
を
数
へ
た
も
の
と
芯
は
れ
る
。

友
段
周
を
経
て
春
秋
戦
闘
の
時
代
と
な
れ
ば
一
位
合
は
谷
一

t

複
雑
と
な

b
閥
家
観
念
は
扱
く
な
b
、
そ
こ
に
万
区
関
係
の
重

要
性
を
認
め
、
又
枇
合
的
に
は
殺
し
き
」
も
の
と
し
て
朋
友
の
信
、
一
般
の
人
代
封
し
長
幼
序
あ
る
の
道
徳
の
必
要
を
認

め
、
か
く
し
て
道
徳
の
範
問
は
抜
大
し
た
も
の
と
忍
は
れ
る
。
縄
詑
路
運
篇
に
は
十
義
乞
設
い
て
臼
く
、

伊
〈
故
山
、
子
孝
、
兄
良
、
弟
弟
、
夫
義
、
妨
灘
、
長
京
、
幼
殿
、
君
仁
、
良
忠
、
十
者
謂
之
人
義

J

と
。
乙
の
範
閣
は
孟
子
の
五
倫
に
止
ま
っ
て
ゐ
る
、
が
そ
の
内
容
は
迄
か
に
綿
需
と
な
っ
て
ゐ
る
。
叉
積
一
誌
に
は
七
数
と
し

て、
父
子
、
兄
弟
、
夫
婦
、

m臣
、
長
幼
、
朋
友
、
賓
客
。

そ
奉
げ
て
支
に
賓
客
を
増
加
し
て
ゐ
る
。
か
く
の
如
く
一
位
舎
の
複
雑
と
玄
る
に
従
ぴ
道
徳
の
範
麗
も
次
第
に
抜
大
し
、
共
の

数
も
増
加
し
て
行
く
の
は
道
徳
後
展
の
自
然
的
過
程
で
あ
る
。
左
停
の
五
数
と
孟
子
の
五
教
と
の
相
違
は
此
の
結
に
存
す

る
も
の
と
忠
は
れ
る
。
邸
ち
左
俸
に
於
て
は
契
の
賞
際
に
数
へ
た
る
も
の
を
述
べ
、
孟
子
は
之
を
更
に
営
時
の
枇
命
日
道
徳

図
家
道
徳
に
該
営
せ
し
め
て
設
い
た
の
で
あ
る
。

七



七
回

五
、
律
令
に
え
ゆ
る
五
教

日
本
令
に
「
敦
喰
五
数
」
と
あ
る
五
教
は
果
し
て
如
何
な
る
意
味
に
玉
数
を
用
ひ
た
る
も
の
で
あ
る
か
、
勿
論
唐
令
の

影
響
に
依

ο
て
採
用
し
た
事
は
次
の
法
六
典
の
文
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。

〔
蔚
六
血
(
各
三
十
京
兆
河
南
大
原
牧
及
都
替
制
史
之
俊
〕
常
詰
粛
邦
畿
、
孜
接
官
英
、
宣
布
徳
一
化
、
撫
和
寮
入
、
勧
訣
農
桑
、

数
詠
五
教

六
点
(
に
於
て
も
五
教
の
説
明
、
が
知
県
い
ゑ
に
如
何
な
る
意
味
に
五
教
を
用
ひ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
乙
で

E
本
令
の
解
理

を
見
る
に
令
義
仰
併
に

諒
五
山
政
者
五
常
之
致
、
別
父
中
一
夜
、
母
慈
、
兄
友
、
弟
恭
、
子
孝
、
是
也
υ

(

記…)

と
あ
O

て
左
停
の
五
数
を
翠
げ
て
ゐ
る
。
叉
集
解
に

終
一
去
五
数
ぬ
れ
…
一
ハ
舜
品
川
(
手
品
、
慌
徽
五
典
、
克
従
、
孔
安
閑
注
云
、
徽
美
也
五
血
(
五
常
之
数
、

子
孝
也

U

父子一夜、

母
慈
、
弟
友
、
治
一
恭

と
あ
っ
て
何
れ
も
左
停
の
設
を
本
と
す
る
孔
安
協
の
停
を
引
い
て
ゐ
る
。
之
は
前
惑
の
遁

b
契
の
五
数
と
し
て
は
か
く
あ

b
し
も
の
と
忠
は
れ
る
が
、
然
し
来
し
て
律
令
が
五
数
を
か
く
の
如
主
意
味
に
於
て
の
み
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
か
疑
は

し
い
。
庇
は
孟
子
宮
去
る
事
千
年
に
垂
ん
と
し
、
一
位
合
的
に
も
民
家
的
に
も
非
常
に
複
雑
と
な

b
、
忠
想
的
介
に
於
て
も
仰

数
の
伴
来
あ
b
、
道
数
の
勃
政
(
あ
ム
リ
て
盆

t

複
雑
と
な
P
9
、
早
な
る
家
庭
道
徳
の
奨
聞
の
み
に
し
て
天
下
の
太
卒
を
保

。
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
必
ず
や
枇
舎
道
徳
踏
ん
水
道
徳
の
必
要
を
一
認
め
て
ゐ
均
一
挙
は
明
か
で
あ
る
。
又
我
凶
に
於
て
も
践

に
翠
徳
太
子
十
七
的
保
忽
訟
に
於
て
汁
区
道
徳
一
祉
命
日
道
徳
、
が
唱
へ
ら
れ
て
民
家
意
識
、
枇
合
意
識
が
明
か
に
一
不
さ
れ
、
又



大
化
改
新
に
於
て
は
、
氏
族
制
度
の
破
壊
に
依
て
一
居
間
家
枇
合
の
意
識
は
明
瞭
と
な
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
故
に
共

後
の
律
令
制
定
時
代
に
は
十
分
に
図
ん
水
道
徳
一
位
舎
道
徳
の
必
要
を
認
め
て
ゐ
た
事
は
律
令
の
文
に
依
っ
て
も
澄
明
せ
ら
れ

る
心
故
に
律
令
の
五
数
も
図
山
水
道
徳
‘
一
位
合
道
徳
を
も
入
込
ん
だ
孟
子
の
五
倫
の
意
味
の
五
教
を
本
国
日
と
し
た
も
の
で
は
な

い
か
と
忠
は
れ
る
ο

令
文
中
に
は
孟
子
の
五
数
に
該
蛍
す
る
道
徳
、
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
づ
そ
の
一
っ
と

し
て
は
、
最
初
に
胤
ゃ
げ
た
令
文
中
に
は
家
族
道
徳
は
一
去
ム
迄
も
な
い
事
、
忠
信
、
豆
一
行
清
白
等
の
一
枇
令
道
徳
安
行
者
を
も

匙
怒
し
停
機
、
鋭
常
不
卒
法
令
者
を
も
拐
し
て
ゐ
る
叫
そ
の
文
の
格
迭
を
見
る
に
先
づ
間
一
一
り
は
五
数
を
喰
し
、
然
る
後
、
数

に
従
ふ
者
は
之
空
会
し
、
従
は
ま
る
者
は
之
を
罰
す
る
順
序
と
な
っ
て
ゐ
る
。
之
れ
政
治
を
行
ふ
自
然
の
順
序
で
あ
る
。

数
へ
怜
す
も
の
は
唯
五
数
の
み
で
あ
る
に
お
し
賞
罰
を
受
け
る
文
に
は
家
庭
道
徳
、
世
合
同
道
徳
、
関
山
水
道
徳
、
が
合
ま
れ
て

ゐ
る
。
之
に
依
っ
て
数
ゆ
る
所
の
五
数
に
も
枇
命
日
道
徳
、
関
家
道
徳
の
人
民
ま
れ
て
ゐ
る
事
を
汲
恕
す
る
も
の
で
あ
る
。
賞

せ
ら
れ
力
者
は
特
に
次
の
如

3
特
典
を
受
く
る
の
で
あ
る
。

凡
孝
子
煩
孫
、
義
夫
節
婦
‘
志
行
間
於
関
郡
者
、
申
太
政
官
奏
問
、
表
並
ハ
内
問
、
問
符
悉
免
謀
役
、
存
続
誠
成
過
者
加

優
賞
。
(
側
役
)

准
挙
式
』
れ
た
者
の
中
、
特
に
孝
子
版
孫
義
夫
節
婦
な
る
者
は
、
賞
の
結
果
と
し
て
謀
役
を
免
ぜ
ら
れ
る
同
籍
者
も
そ
の
息
地
(

に
浴
す
る
の
で
あ
る
。
氏
の
文
に
於
て
特
に
注
意
す
べ

3
は
義
夫
節
妨
の
一
誌
で
あ
っ
て
明
か
に
夫
婦
道
徳
、
が
一
不
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
左
俸
の
五
数
設
に
は
一
去
は
ぎ
る
夫
婦
の
道
を
一
不
し
、
所
詣
孟
子
の
夫
婦
有
別
の
思
想
を
極
度
に
強
一
調
し

て
、
孝
子
順
孫
と
封
等
の
地
位
を
奥
へ
て
ゐ
る
。
然
も
令
文
中
に
は
、
父
の
義
、
母
の
慈
を
述
べ
或
は
賞
す
る
所
の
文
は
何

庭
に
も
見
営
ら
な
い
の
に
針
し
、
夫
と
婦
の
弱
者
を
出
し
て
偉
大
な
る
特
典
を
血
(
へ
て
ゐ
る
事
は
、
家
族
道
徳
上
か
ら
も
大

七
五



七
六

叉
律
令
中
に
は
結
婚
制
度
に
就
い
て
詳
絡
に
規
定
し
、
夫
婦
関
係
が
家
族
道
徳
の
重
要
な

る
地
伎
を
占
め
、
却
て
兄
弟
の
間
関
孫
よ

b
も
重

3
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
¥
る
黙
を
以
て
律
令
の
五
数
中
に
孟
子

の
五
数
の
立
の
存
す
る
第
二
の
論
黙
と
す
る
乙
と
が
出
来
る
ο

次
に
孟
子
の
五
数
の
一
一
=
ロ
を
そ
の
ま
¥
沼
ひ
た
も
の
が
皐
令

中
に
次
の
如
く
見
え
て
ゐ
る
。

い
に
注
意
す
べ
き
事
で
あ
る
。

凡
態
十
生
在
的
学
、
各
以
長
幼
魚
序
。

此
の
一
請
は
孟
子
の
長
幼
の
誌
と
は
唯
免
と
有
と
の
相
違
の
み
で
意
味
に
於
て
は
何
等
の
相
違
も
な
い
。
乙
¥
に
用
ひ
だ
る

長
幼
一
之
序
は
全
く
一
位
合
的
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
長
幼
に
就
い
て
は
論
語
に
も
子
路
日
不
佐
佐
…
義
‘
長
幼
之
節
不
可

燦
也
(
九
九
)
と
手
え
て
ゐ
る
が
長
幼
と
序
と
を
関
係
せ
し
め
て
述
べ
た
の
は
孟
子
が
最
初
で
あ
る
と
川
工
。
立
ハ
の
後
に
於
て

は
長
幼
之
序
を
設
け
る
も
の
は
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
鵡
記
に

広
子
之
正
於
公
仏
政
者
、
敬
之
以
孝
悌
陸
友
子
一
宏
、
明
父
子
之
義
長
幼
之
序
(
一
時
間
針
。

と
あ
る
。
澱
-
訟
中
に
は
佑
此
の
外
に
も
え
え
る
か
省
略
す
る
。
作
令
中
の
長
幼
の
序
も
亦
孟
子
の
五
数
よ
ら
採
ら
て
、
特

に
m
学入
V

に
用
ひ
た
も
の
と
芯
は
れ
る
」
左
伴
の
五
教
は
兄
必
の
計
一
を
設
く
も
長
幼
之
序
と
は
概
念
に
於
て
杓
巡
し
て
ゐ

る
け
之
を
以
て
第
三
の
論
黙
と
す
る
事
が
出
来
る
。
律
令
中
に
は
式
子
の
朋
友
信
の
事
は
直
接
連
ぺ
て
ゐ
な
い
、
が
枇
A
V
近

位
、
釣
己
的
道
総
と
し
て
忠
信
の
語
を
以
て
諾
所
に
述
べ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
一
例
と
し
て
は
前
拐
の
文
中
に
も
建
翠
さ
れ
る

交
務
と
し
て
忠
信
が
奉
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
叉
孟
子
の
穴
反
有
義
の
誌
も
符
令
中
に
泣
援
に
は
述
べ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
、
が
儀

制
令
公
式
令
・
等
に
於
て
十
分
方
医
関
係
を
述
べ
て
ゐ
る
事
は
間
家
近
伎
の
立
に
述
べ
た
通

b
で
あ
る
。

以
上
越
ベ
た
所
に
於
て
枠
令
出
8
9五
数
の
意
味
は
、
元
子
の
五
教
の
立
味
比
例
的
ひ
た
も
の
で
あ
る
と
一
一
日
ず
る
の
で
あ
る
。
一



歩
bA}
誌

b
律
令
の
五
敬
が
孟
子
の
五
数
の
意
味
で
な
い
に
し
て
も
律
令
に
於
け
る
道
徳
態
系
は
孟
子
の
五
敬
設
を
以
て
や

心
と
し
、
必
要
に
熔
じ
極
々
な
る
徳
目
を
隙
加
し
て
組
織
し
た
も
の
と
云
ひ
符
る
の
で
あ
る
。
部
ち
父
子
有
殺
、
夫
婦
有

別
を
以
て
ん
水
放
総
辺
、
ピ
中
心
と
し
、
長
幼
一
順
序
B
と

mm
友
有
信
を
以
て
枇
合
道
徳
の
中
心
と
し
、
君
民
有
義
を
以
て
問
叫
ん
水
道

徳
の
中
心
と
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
換
一
一
一
泊
す
れ
ば
五
倫
の
遂
な
る
儒
数
道
徳
の
総
系
を
以
て
律
令
の
道
徳
を
倣
系
づ
け

た
の
で
あ
る
。
か
く
見
る
時
に
貨
に
我
、
が
問
問
民
道
徳
は
組
織
控
系
に
於
て
如
何
に
俗
教
道
徳
の
影
響
を
受
け
た
か
と
一
去
ム

事
を
律
令
市
ゲ
一
過
し
て
見
た
丈
で
も
知
る
事
、
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

(
終

b
)

楚
辞
遠
遊
篇
作
成
年
代
考

上

夫

一、

所
諮
楚
鮮
の
一
篇
た
る
「
一
一
地
遊
」
籍
、
が
、
古
来
屈
原
の
所
作
な

b
と
し
て
、
多
く
の
楚
酢
蓄
注
家
に
認
容
せ
ら
れ
来
っ

た
の
は
、
も
と
後
渓
の
王
逸
の
「
楚
鮮
章
句
」
に
、
「
戸
港
遊
者
、
屈
原
之
mm
作
也
。
」
(
遠
遊
序
)
と
一
去
へ
る
に
基
付
け
る
も
の

守
は
あ
ら
ラ
、
が
、
併
し
遼
遊
は
、
北
(
の
行
文
の
態
様
に
於
い
て
、
離
騒
に
倣
ひ
乙
そ
す
れ
、
主
ハ
の
詞
意
・
文
義
に
於
い
て

は
、
離
騒
・
九
章
等
、
同
県
正
の
屈
原
常
賦
に
派
出
せ
ら
れ
た
る
彼
の
口
吻
志
意
と
、
殆
ど
る
一
く
相
反
し
て
、
宛
か
も
別
手

に
お
づ
る
が
如
き
越
を
呈
示
せ
る
が
故
に
、
王
逸
設
を
墨
守
遵
奉
せ
る
諸
注
家
も
、
乙
¥
に
和
ー
疑
惑
を
懐
か
ぎ
る
を
得

七
仁
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